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１ はじめに 

 

学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自発

的に参加し、部活動顧問の指導の下、学校教育の一環として行われ、教師の献身的な

支えにより、我が国のスポーツ・文化芸術振興を担ってきました。 

また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や

生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責

任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学

びの場として、教育的意義を有してきました。 

 

しかし、少子化が進む中、学校部活動を従前と同様の体制で運営することは難しく

なってきており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にあります。また、専門性

や意思に関わらず教師が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の

働き方改革が進む中、より一層厳しくなっています。 

生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・

協働により、学校部活動の在り方に関し速やかに改革に取り組み、生徒や保護者の負

担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備する必要があります。 

 

国は、令和２年９月に「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を示し、

休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境の構築と、休日の部活動に対する

生徒の希望に応えるために、休日において部活動を地域の活動として実施できる環境

を整えることが重要であるとし、令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行

を図るとしました。 

 令和４年 12 月には「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総

合的なガイドライン」を策定し、少子化の中でも将来にわたり、生徒がスポーツ・文

化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保することを目指して、新たな地

域クラブ活動を整備するために必要な対応について国の考え方を示し、休日における

学校部活動の地域クラブ活動への移行について、令和５年度から令和７年度までの３

年間を「改革推進期間」と位置付けて支援し、地域の実情等に応じて可能な限り早期

の実現を目指すとしました。 

 

 本県では、令和２年度から有識者による検討委員会を開催し、国の動向や本県の取

組状況、課題等について意見交換を行い、その内容を市町村へ情報提供するとともに、

令和３年度からは国事業を活用したモデル事業を先行実施し、中学生にとって新しい

スポーツ・文化環境の構築に向けた取組を開始しました。 

令和３年 12 月には、県教育委員会の教育広報誌「かけはし」において、令和５年

度から休日の部活動を段階的に地域に移行すること、現在、国の方針に沿って各市町

村で準備が進められていること、また、移行する目的や移行後の活動機会等について、

児童生徒や保護者にむけて配信しました。 
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 その後も、児童生徒・保護者・教職員等の関係者の理解促進を目的として、シンポ

ジウムの開催、県内各地域での地域ミーティングの開催、周知・広報用リーフレット

の作成・配布等を行いました。 

また、市町村の取組支援を目的として、各市町村が実施する指導者研修会用教材の

作成や「教育委員会が運営方針の決定等に関与する地域スポーツクラブ活動制度設計

の手引き（令和４年度版）」を作成・配布を行いました。 

 

令和５年３月には、新潟県部活動改革検討委員会において、県教育委員会、県観光

文化スポーツ部、公益財団法人新潟県スポーツ協会、県中学校長会の同意を得て、「新

潟県における休日の部活動の段階的な地域移行（中学生にとって新しいスポーツ・文

化活動環境の構築）の方針」を策定し、市町村へ通知しました。 

 

方針では、 

○ 国が「改革推進期間」とした、令和５年度から令和７年度までの３年間に、 

休日の部活動の段階的な地域移行（中学生にとって新しいスポーツ・文化活動 

環境の構築）が完了するよう取組を進める。 

○ 県教育委員会、県観光文化スポーツ部、公益財団法人新潟県スポーツ協会、 

県中学校長会は互いに連携し、部活動の地域移行に向けた取組を進める市町村 

教育委員会、スポーツ関係団体、学校等に必要な情報の提供や指導助言を行う 

など、それぞれの取組を支援する。 

○ 市町村は、令和７年度末までの地域移行完了に向けた「市町村の推進計画」 

を策定し、公表することが望ましい。ただし、中山間地や離島をはじめ、市町 

村によっては合意形成や条件整備等のため時間を要する場合も考えられること 

から、令和７年度末までの地域移行の完了が困難な場合には、移行完了の終期 

を明確にした「推進計画」を策定し、公表することが望ましい。 

 ○ 地域移行完了後は、原則休日の部活動は行わないこととする。 

 とし、これまで市町村の取組を支援してきました。 

 

 現在、国では、令和７年５月「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する

実行会議」の最終とりまとめを受け、令和８年度から令和 13 年度までの６年間を新

たに「改革実行期間」と位置付け、部活動の地域展開等の全国的な実施を推進すると

し、令和７年 12 月に「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガ

イドライン～子供たちのスポーツ・文化芸術活動の充実に向けて～」を策定し、更な

る改革に取り組むこととしています。 

 

 本実施報告書は、本県の「改革推進期間（令和５年度～令和７年度）」における取組

の成果や課題を整理するとともに、各市町村の地域の実情等に応じた、これまでの取

組をとりまとめて作成しました。 

今後の「改革実行期間」における各市町村の取組等に活用され、本県中学生の豊か

なスポーツ・文化芸術活動の実現に寄与することを期待します。 
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新潟県の取組 

年度 主な取組 

令和 
２年度 ○「新潟県部活動改革検討委員会」開催（２回） 

令和 
３年度 

○「新潟県部活動改革検討委員会」開催（３回） 

○「市町村教育委員会担当者連絡協議会」開催（２回） 

○「地域運動部活動制度設計の手引き（令和３年度版）」作成 

令和 
４年度 

○「新潟県部活動改革検討委員会」開催（３回） 

○「市町村教育委員会担当者連絡協議会」開催（２回） 

○「休日の部活動の段階的な地域移行に係るリーフレット」作成 

○「教育委員会が運営方針の決定等に関与する地域スポーツクラブ活動

制度設計の手引き（令和４年度版）」作成 

○「新潟県における休日の部活動の段階的な地域移行（中学生にとって

新しいスポーツ・文化活動環境の構築）の方針について」策定 

○「高等学校における地域移行のモデル事業」実施 

令和 
５年度 

○「新潟県部活動改革検討委員会」開催（３回） 

○「市町村教育委員会担当者連絡協議会」開催（２回） 

○「高等学校における地域移行のモデル事業」実施 

令和 
６年度 

○「市町村教育委員会担当者連絡協議会」開催（２回） 

○「にいがた地域クラブ活動指導者バンク」設置 

○「NIIGATA部活動地域移行（地域展開）シンポジウム」開催 

令和 
７年度 

○「新潟県地域スポーツ・文化芸術活動と部活動改革に関する検討委員

会」開催（３回） 

○「公認スポーツ指導者資格取得支援事業」実施 

○「にいがた部活動地域展開ポータルサイト」開設 

○「部活動地域展開・産官学連携フォーラム in Niigata 2025」開催 
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２ 各市町村における取組状況
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【協議会・推進計画の整備状況】

２ 各市町村における取組状況（スポーツ・文化芸術活動）

協議会設置状況 推進計画策定状況

設置済み 30 
(100％)

部活動の地域展開の推進に向けた協議会や推進計画は、令和６年８月に
県内すべての市町村で設置及び策定が完了

策定済み 30 
(100％)

https://www.mext.go.jp/sports/content/20240821-spt_oripara-000037466_0051.pdf

※参考「全国の状況（スポーツ）」

スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係る
フォローアップ調査結果（速報値）」令和６年８月

6

単位:市町村数 単位:市町村数



２ 各市町村における取組状況（スポーツ・文化芸術活動）

設置クラブ数は、スポーツクラブが533、文化芸術クラブが105の、
合計638クラブ（R７.９月時点）

【県内における地域クラブ設置数】

323

495

638

【休日部活動の地域展開完了時期】

令和７年度中25 
(83％)

令和８年度中５ 
(17％)

休日の部活動の地域展開完了時期は、令和７年度中が25市町村、令和８年
度中が５市町村の予定（R７.９月時点）

7

単位:市町村数

単位:クラブ数



２ 各市町村における取組状況（スポーツ・文化芸術活動）

【教員の休日の部活動指導状況】

教員の休日の部活動指導は減少傾向
※ 教員特殊業務手当支給件数（教員が休日に部活動指導に従事した際に支給）

・令和６年度は、令和４年度に比して31％減少
・令和７年度は、令和６年度に比して令和８年２月時点で41％減少

66,853

45,755

26,948

【県内における地域クラブ登録生徒数】

地域クラブ
登録生徒数
11,763人
県内中学生
の23.6%

地域クラブ登録生徒数は、令和７年９月時点で、
スポーツクラブ10,376人、文化芸術クラブ1,387人、合計11,763人が登録
※ 参考：中学生の運動部加入率は減少傾向

33,089人
(64.5％)

26,852人
(52.8％)

28,411人
(55.4％)

1,387人

10,376人

運動部
加入生徒数

「学校体育調査」
新潟県教育庁保健体育課

8
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２ 各市町村における取組状況（スポーツ活動）

【運営団体・実施主体の形態】

運営団体

実施主体

運営団体は、「行政部局直轄（教育委員会含む）」が最も多く、「総合型
地域スポーツクラブ」、「体育・スポーツ協会」が上位

実施主体は、「スポーツ少年団」が最も多く、「体育・スポーツ協会」、
「競技団体」、「総合型地域スポーツクラブ」、「地域のクラブチームや
プロスポーツチーム」が上位 （R８.２月時点）

行
政
部
局
で
設
置
し
た

新
た
な
任
意
団
体

行
政
部
局
直
轄

総
合
型
地
域

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会

競
技
団
体

地
域
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
や

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム

民
間
事
業
者

大
学

地
域
と
学
校
の

連
携
・
協
働
体
性

保
護
者
会
・
同
窓
会
等

学
校
と
関
係
す
る
団
体

そ
の
他

行
政
部
局
で
設
置
し
た

新
た
な
任
意
団
体

行
政
部
局
直
轄

総
合
型
地
域

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会

競
技
団
体

地
域
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
や

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
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ー
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民
間
事
業
者

大
学

地
域
と
学
校
の

連
携
・
協
働
体
性

保
護
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・
同
窓
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等

学
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す
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体

そ
の
他
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２ 各市町村における取組状況（スポーツ活動）

【地域クラブ活動の課題（上位４つまで）】

持
続
可
能
な
収
支
構
造
の
構
築

保
護
者
・
生
徒
へ
の
普
及
啓
発
・
理
解
（
参
加
費
費
用
負
担
含
む
）

学
校
関
係
者
へ
の
普
及
併
発
・
理
解

地
域
関
係
者
の
理
解

自
治
体
・
学
校
と
運
営
団
体
・
実
施
主
体
の
連
携
体
制
構
築

指
導
者
の
量
の
確
保

指
導
者
の
質
の
確
保

活
動
場
所
の
確
保

移
動
手
段
の
確
保

平
日
・
休
日
の
一
貫
指
導

大
会
参
加
・
引
率
規
定

大
会
運
営
体
制

参
加
費
用
（
負
担
軽
減
）
に
係
る
制
度
設
計

学
校
と
運
営
団
体
・
実
施
主
体
と
の
役
割
分
担
や
責
任
の
所
在

地域スポーツクラブの課題は、「持続可能な収支構造の構築」が最も多く、
「指導者の量の確保」、「保護者・生徒への普及啓発・理解」が上位

（R８.２月時点）

10

単位:市町村数



２ 各市町村における取組状況（スポーツ活動）

【指導者の任命等に係る規定の策定状況】

指導者規定の策定状況は、「策定済み」が７市町村、「検討中」が18市町
村、「予定なし」が４市町村（R８.２月時点）

検討中18 
(62％)

策定済み７ 
(24％)

予定なし４ 
(14％)

≪指導者規定の事例≫

・指導者の任命権者や処分決定者は、

教育長やスポーツ協会長

・処分内容や検討・決定組織が明確

・指導者任命時に、規約や遵守事項

等についての文書を交付

【指導者による体罰、暴言、ハラスメント等の相談窓口の設置状況】

相談窓口の設置状況は、「専門の窓口を設置」が12市町村、「既存の窓口
（いじめ相談等）を兼用」が10市町村、「未設置」が７市町村

（R８.２月時点）

既存兼用10 
(35％)

専門設置12 
(41％)

未設置７ 
(24％)

≪専門窓口の設置主体の事例≫

・教育委員会

・スポーツ協会

・総合型地域スポーツクラブ

11

単位:市町村数

単位:市町村数



２ 各市町村における取組状況（スポーツ活動）

【危機管理マニュアルの作成状況】

危機管理マニュアルの作成状況は、「市町村単位のマニュアルを作成済み」
が16市町村、「作成中」が９市町村、「活動団体単位での作成を依頼」が１
市町村、「未作成」が３市町村（R８.２月時点）

作成中９ 
(31％)

作成済み16 
(55％)

未作成３ 
(10％)

【経済困窮世帯への支援策】

経済困窮世帯への支援策は、「具体的な支援策を策定済み」が７市町村、
「検討中」が19市町村、「未策定」が３市町村（R８.２月時点）

検討中19 
(66％)

策定済み７ 
(24％)

未策定３ 
(10％)

≪支援策の事例≫

・就学援助受給世帯に対しての参加

費（保険料）の免除や減額

・要保護、準要保護に該当する世帯

の会費免除

・天災や事故等で会費納入が困難な

世帯の会費全額免除

活動団体に依頼
１ (４％)

≪記載状況≫

怪我 16

病気 16

救命措置 15

熱中症 16

落雷 11

災害 14

不審者 12

12
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２ 各市町村における取組状況（スポーツ活動）

【他部局（交通、観光、福祉）との連携状況】

他部局との連携状況は、「連携している」が６市町村、「連携に向けて働
きかけをおこなっている」が４市町村、「連携していない」が19市町村

（R８.２月時点）

働きかけ４ 
(14％)

連携済み６ 
(21％)

未連携19 
(65％)

≪連携状況の事例≫

・移動手段について所管課と連携

・施設利用減免措置について所管課

と連携

・都市計画担当所管課との連携

【企業や団体等（大学、専門学校、スポーツ団体等）との連携状況】

企業や団体等との連携状況は、「連携している」が９市町村、「連携を予
定している」が９市町村、「連携していない」が11市町村

（R８.２月時点）

連携予定９ 
(31％)

連携済み９ 
(31％)

未連携11 
(38％)

≪連携状況の事例≫

・指導者研修（講習会、動画作成

等）について大学と連携

・県立高校の施設借用

・運営主体の一部を総合型地域ス

ポーツクラブへ業務委託

・スポーツ協会、専門学校、高校、

競技団体へ地域スポーツクラブの

指導を依頼

・支援型自動販売機の設置

・ブカツアプリの活用

13
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２ 各市町村における取組状況（スポーツ活動）

【地域クラブ活動に関する認定制度の策定状況】

認定制度の策定状況は、「市町村単位の認定制度を策定済み」が12市町村、
「策定中」が14市町村、「策定していない」が３市町村 （R８.２月時点）

策定中14 
(48％)

策定済み12 
(42％)

未策定３ 
(10％)

≪認定制度の事例≫

・組織体制、学校との連携、平等

な活動機会、体罰ハラスメント防

止等

・指導者の資格取得、会計・規約確

認等

・安全管理マニュアルに基づいた対

応

・国ガイドラインのひな形に基づき

策定

・中学生の安全安心な環境づくり

や保護者の安心感を図り、多様な

スポーツ・文化芸術活動の振興に

つなげる

14
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２ 各市町村における取組状況（文化芸術活動）

【運営団体・実施主体の形態】

運営団体

実施主体

運営団体は、「行政部局直轄（教育委員会含む）」が最も多く、「総合型
地域スポーツクラブ」、「その他（任意団体等）」が上位

実施主体は、「行政部局直轄（教育委員会含む）」が最も多く、「行政部
局で設置した新たな任意団体」、「文化芸術団体」、「保護者会・同窓会
等学校と関係する団体」が上位 （R８.２月時点）

行
政
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で
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ツ
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ラ
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ー
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民
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事
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連
携
・
協
働
体
性

保
護
者
会
・
同
窓
会
等

学
校
と
関
係
す
る
団
体

そ
の
他

行
政
部
局
で
設
置
し
た

新
た
な
任
意
団
体

行
政
部
局
直
轄

総
合
型
地
域

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
協
会

文
化
芸
術
団
体

地
域
の
ク
ラ
ブ
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ー
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２ 各市町村における取組状況（文化芸術活動）

【地域クラブ活動の課題（上位４つまで）】

持
続
可
能
な
収
支
構
造
の
構
築

保
護
者
・
生
徒
へ
の
普
及
啓
発
・
理
解
（
参
加
費
費
用
負
担
含
む
）

学
校
関
係
者
へ
の
普
及
併
発
・
理
解

地
域
関
係
者
の
理
解

自
治
体
・
学
校
と
運
営
団
体
・
実
施
主
体
の
連
携
体
制
構
築

指
導
者
の
量
の
確
保

指
導
者
の
質
の
確
保

活
動
場
所
の
確
保

移
動
手
段
の
確
保

平
日
・
休
日
の
一
貫
指
導

大
会
参
加
・
引
率
規
定

大
会
運
営
体
制

参
加
費
用
（
負
担
軽
減
）
に
係
る
制
度
設
計

学
校
と
運
営
団
体
・
実
施
主
体
と
の
役
割
分
担
や
責
任
の
所
在

地域文化芸術クラブの課題は、「持続可能な収支構造の構築」が最も多く、
「指導者の量の確保」、「保護者・生徒への普及啓発・理解」が上位

（R８.２月時点）

16
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２ 各市町村における取組状況（文化芸術活動）

【指導者の任命等に係る規定の策定状況】

指導者規定の策定状況は、「策定済み」が６市町村、「検討中」が19市町
村、「予定なし」が４市町村（R８.２月時点）

検討中19 
(65％)

策定済み６ 
(21％)

予定なし４ 
(14％)

≪指導者規定の事例≫

・指導者の任命権者や処分決定者は、

教育長や各クラブ

・処分内容や検討・決定組織が明確

・指導者任命時に、規約や遵守事項

等についての文書を交付

【指導者による体罰、暴言、ハラスメント等の相談窓口の設置状況】

相談窓口の設置状況は、「専門の窓口を設置」が10市町村、「既存の窓口
（いじめ相談等）を兼用」が11市町村、「未設置」が８市町村

（R８.２月時点）

既存兼用11 
(38％)

専門設置10 
(34％)

未設置８ 
(28％)

≪専門窓口の設置主体の事例≫

・教育委員会

・総合型地域スポーツクラブ

・コーディネーター

17
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２ 各市町村における取組状況（文化芸術活動）

【危機管理マニュアルの作成状況】

危機管理マニュアルの作成状況は、「市町村単位のマニュアルを作成済み」
が14市町村、「作成中」が10市町村、「活動団体単位での作成を依頼」が１
市町村、「未作成」が４市町村 （R８.２月時点）

作成中10 
(35％)

作成済み14 
(48％)

未作成４ 
(14％)

【経済困窮世帯への支援策】

経済困窮世帯への支援策は、「具体的な支援策を策定済み」が６市町村、
「検討中」が20市町村、「未策定」が３市町村 （R８.２月時点）

検討中20 
(69％)

策定済み６ 
(21％)

未策定３ 
(10％)

≪支援策の事例≫

・就学援助受給世帯に対しての参加

費（保険料）の免除や減額

・要保護、準要保護に該当する世帯

の会費免除

・天災や事故等で会費納入が困難な

世帯の会費全額免除

活動団体に依頼
１ (４％)

≪記載状況≫

怪我 14

病気 14

救命措置 13

熱中症 14

落雷 11

災害 14

不審者 12

18
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２ 各市町村における取組状況（文化芸術活動）

【他部局（交通、観光、福祉）との連携状況】

他部局との連携状況は、「連携している」が７市町村、「連携に向けて働
きかけをおこなっている」が４市町村、「連携していない」が18市町村

（R８.２月時点）

働きかけ４ 
(14％)

連携済み７ 
(24％)

未連携18 
(62％)

≪連携状況の事例≫

・移動手段について所管課と連携

・施設利用減免措置について所管課

と連携

・政策所管課等と連携し、ふるさと

納税を活用して楽器を購入

・観光協会と連携し、施設を整備

【企業や団体等（大学、専門学校、スポーツ団体等）との連携状況】

企業や団体等との連携状況は、「連携している」が８市町村、「連携を予
定している」が６市町村、「連携していない」が15市町村

（R８.２月時点）

連携予定６ 
(21％)

連携済み８ 
(27％)

未連携15 
(52％)

≪連携状況の事例≫

・指導者研修（研修会、養成講座）

について大学や文化団体と連携

・県立高校の施設借用

・運営主体の一部を総合型地域ス

ポーツクラブへ業務委託

・文化団体等の専門家による地域文

化芸術クラブの指導

・青少年育成団体、文化協会からの

財政支援

19
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２ 各市町村における取組状況（文化芸術活動）

【地域クラブ活動に関する認定制度の策定状況】

認定制度の策定状況は、「市町村単位の認定制度を策定済み」が13市町村、
「策定中」が12市町村、「策定していない」が４市町村 （R８.２月時点）

策定中12 
(41％)

策定済み13 
(45％)

未策定４ 
(14％)

≪認定制度の事例≫

・組織体制、学校との連携、平等

な活動機会、体罰ハラスメント防

止等

・指導者の資格取得、会計・規約確

認等

・安全管理マニュアルに基づいた対

応

・国ガイドラインのひな形に基づき

策定

・中学生の安全安心な環境づくり

や保護者の安心感を図り、多様な

スポーツ・文化芸術活動の振興に

つなげる

20
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３ 市町村の実践事例



新潟市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

令和３年 ○国の実証事業を活用したモデル事業の実施と検証
～５年 ○新潟市の方針（平日・休日を一体とした地域展開）の決定

令和６年 ○教育委員会内に地域クラブ活動推進室の設置
○地域クラブ紹介用のポータルサイトの開設
○推進方針の策定
○国と市の補助事業の活用
○体験会の実施

令和７年 ○推進室に設立コーディ
ネーター等の配置

○中学校施設利用制度の構築
○指導者研会の実施
○市の補助事業の活用
○体験会の実施

令和８年度から部活動は平日・休日一体で地域展開を目指す

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例

中学校57校中

生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、生徒の心身の健全育成
等を図るためだけでなく、地域住民やスポーツ団体・文化芸術団体にとってもより良い環境と
なることを目指す（推進方針より）
(1) 生徒にとっての効果
〇 自分の好きな活動に参加できる（自分の目的に合った活動を選択、複数のスポーツ・文化芸術活動に参加することができる）
〇 学校内外の中学生や大人たちと関わることによる、人間関係の構築や社会性の伸長、郷土愛の醸成
○ 人数不足により、部活動では組めなかったチームの結成
○ 中学校入学前から在学中、卒業後も活動を継続できるなど、生涯にわたるスポーツ・文化芸術に親しむ機会の確保
〇 競技経験や専門性のある指導者からの指導
(2) スポーツ団体・文化芸術団体、地域にとっての効果
〇 広く会員を募ることができる
〇 小学生から切れ目のない指導ができる
〇 地域における様々な活動が多世代交流の中で行われることによる活動の活性化が期待できる
〇 地域の指導者やスポーツ・文化芸術愛好家の活躍する機会が増え、生きがいや健康増進につながる
〇 地域で育った子どもたちが、将来的に地域の指導者として活躍するなどの好循環が期待できる

ポータルサイトの掲載クラブ数増加を目
指し、設立支援を重点に取り組む

地域クラブ活動推進室組織
（令和７年度）

令和８年度以降の
部活動を

継続する ２５校
継続しない ３２校

22



特徴的な取組

成果と課題・今後の展望

特徴的な取組
○地域クラブの設立支援

（１）設立支援の補助金制度
（２）設立コーディネーターによる学校や地域への説明・相談・訪問等による働きかけ
（３）地域の公民館サークル、各種協会連盟、民間クラブ等への説明や訪問による働きかけ

○中学校施設の利用方法の構築（学校開放事業との連携）

＜ポータルサイトの掲載数の推移＞
スポーツ系 文化系

令和６年９月 ６８団体 ６団体
令和６年３月 １６０団体 １２団体
令和７年９月 ２５５団体 ２６団体
令和８年２月 ３２９団体 ３５団体

令和６年度部活動所属生徒数が所属でき
る人数をカバーできる（充足度１００％
を超える）団体数が掲載されている。

利用する団体で運営委員会を組織し、自分たちで利
用する施設の曜日や時間を調整する。また、天候の
急変や災害発生時への対応、利用団体のスケジュー
ル変更等に柔軟に対応できるよう。即時のある連絡
体制を構築する。（使用学校は優先順位を決め、推
進室が決定）
令和８年度～９年度で学校開放事業を含め、様々な
課題を修正し、令和１０年度からよりよい制度をス
タート予定である。

成果
○地域クラブ数の増加

・子どもが活動を継続でき
る、選択できる、挑戦で
きるが可能になった。

○部活動になかった新たな種
目のクラブの創設
・連盟や協会、地域団体の
活動の発展や活発化につ
ながった。

○中学校施設の有効利用
・確実な活動場所の確保に
より安定した活動が可能
になった

課題
○クラブの設立と継続に向け

た支援の充実
・区ごとの種目数やクラブ
数の格差解消

・部活動を展開したクラブ
に対する持続可能な支援

○高額備品や消耗品への金銭
的な支援

○地域クラブ認定や指導者登
録の制度設計と周知

○移動手段への対応
○公共施設利用

今後の展望
○ポータルサイト掲載や認
定制度の整理（国のガイ
ドラインを参照）

○指導者認定制度の構築
○中学校施設利用の仕組み
の再構築

○高額備品を含めた施設設
備等の修理や購入の制度
設計

○ポータルサイトを有効活
用した地域クラブ活動の
管理運営体制の支援

中学校施設利用枠 【 ジュニア専用枠 】
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長岡市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例

１ 現部活動に代わる地域クラブを核として、技術力・競技力向上などを目指す活動と健康
維持や趣味として気軽にスポーツ・文化芸術活動に触れられる活動を組み合わせたジュニア
活動環境全体を総合的に整備検討している。

２ 地域クラブ活動では、子どもたちの「活動の場の確保」を最優先に、なるべく身近な場所
で希望する活動に取り組める環境整備を目指している。

３ （公財）長岡市スポーツ協会が文化芸術活動を含めて全クラブの運営団体となり、参加費
と指導者報酬を均一とし、一元管理する体制を構築した。

４ （公財）長岡市スポーツ協会は支援団体、また実施主体としての役割も担い、指導人材
データバンクの運営や活動により生じる諸問題の対応をしている。

１ 令和７年９月に開始した地域クラブ「ながおかCome100クラブ」活動は、市と教育委員会が連携し管理主体とな
り、（公財）長岡市スポーツ協会が運営団体、（公財）長岡市スポーツ協会と（公財）長岡市芸術文化振興財団を
支援団体とする。運営面での強固なガバナンス体制の下、学校や競技団体等と連携し、「オール長岡」の推進体制
で、子どもたちの活動の場を確保するとともに、活動内容の充実と発展を目指す。

２ 子どもの希望する活動ができるだけ身近な環境で行えるよう学校施設を活用するとともに、種目ごとに参加状
況に合わせた適正規模のクラブの編成を行い、意欲ある指導人材を配置する。

３ 子どもたちのニーズに合わせた多様な選択肢の一つとして、国のガイドラインに沿った教育的意義を継承する
活動を地域の指導者や保護者とともに発展させる。

４ 平日の部活動の地域展開の検討に併せ、学校部活動顧問と休日のCome100クラブ活動の指導人材が相互に連携し、
双方の活動に相乗効果が生まれるような体制づくりを目指す。

令和５年５月に長岡市スポーツ・文化芸術活動環境整備検討委員会でジュニアの活動全般に関する全体構想をまと
めた。
全体構想に位置付けられた地域クラブの実現のため、市、教育委員会、（公財）長岡市スポーツ協会及び（公財）

長岡市芸術文化振興財団で４者協定を締結し、地域コミュニティや学校・その他の関係団体との連携も視野に入れた
推進体制をつくった。

地域クラブ推進体制

地域クラブの総称を「ながおかCome100クラブ」とし、活動
を令和７年９月に開始するため、各団体は役割を分担して、
連携しながら総合的に新規事業の立ち上げや事業の拡充を図った。
前例のない部活動改革ではあるが、今後も検証を重ねながら、子どもたちの活動の充実と発展のため、効果的に機

能する体制を検討する。
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特徴的な取組

成果と課題・今後の展望

１ 成果
・スポーツについては、16種目62クラブが発足し、1,000名（ほぼ1･2年）程度が参加している。（参加は随時申し
込みが可能であり、参加数は日により変動あり）
生徒全体に対する参加割合は、スポーツ・文化芸術をあわせて、33％(1･2年生徒数4,089名)程度となっている。

・地域クラブ活動推進協議会（大学教授を委員長とし、弁護士、商工会議所、保護者会等の代表者などで構成）及びスポー
ツ・文化芸術活動環境整備検討委員会（教育長を委員長とし、中学校長会、スポーツ協会、芸術文化振興財団、PTA連合会

等の代表者などで構成）する２つの委員会を並行して開催することで、包括的議論と詳細検討を行う体制となり、
ながおかCome100クラブを中心とした子どもたちのスポーツ・文化芸術活動の体制の充実につながった。

２ 課題
・学校部活動から地域クラブに移行したことに伴い、保護者には新たな参加費の負担
・持続可能な指導人材の確保に向けた検討
・具体的な問題事例の解決とクラブ運営体制の充実
・平日の部活動の地域移行に向けた方針の検討
・持続可能な活動の定着を図るため、適切な受益者負担と公的補助のバランスの検討
・地理的、経済的理由でやりたい種目に参加できない子どもが出ないよう補助の継続

３ 今後の展望
・経済的な理由から希望するスポーツ・文化芸術活動が出来ないという子どもが出ないよう、支援策を検討する。
・運営団体のシステムの改修により、学校と地域クラブの連携が容易に図られるように検討する。
・指導者を確保し、安定的にクラブ運営を持続できるよう体制を検討する。
・令和7年9月に開始したながおかCome100クラブ参加者の保護者や指導人材の意見や要望を受け、負担軽減のため、
国の補助制度を活用して新たな支援制度を創設する。

連携して開始した新規事業

１ 長岡市教育委員会主催研修

２ （公財）長岡市スポーツ協会

【ながスポマップの作成・周知】
「もっと活動したい」、「上手くなりたい」「さらに技能向上を目指したい」 といった多様なニーズ
に対応するために、協会加盟の競技団体等の団体に働きかけ、新たな教室等を開催してもらうとともに、
すでに開催済のものを含め、各団体等が主催する各種教室等の情報をホームページ「ながスポマップ」
を作成・集約し、長岡教育情報プラットフォーム「こめぷら」 により小・中学生に周知している。ま
た上記の内容に加えて、「もっと活動したい（続けたい）」という志向に対応するため、既存のスポー
ツ少年団、クラブチーム、競技団体が実施する競技選手育成クラブ等を、『楽しみたい』（主にクラブ
員相互で交流し、スポーツを楽しむ活動）、『競いたい』（競技大会での勝利を目指して活動する）、
『トップを目指したい』（全国・世界で活躍するスポーツ選手を目指す活動）といった志向に応じて整
理し、併せて『ながスポ！マップ』で作成・公開。

指導人材指定研修
すべての指導スタッフ・活動サポーターに、この研修の受講を義務付けている。
地域クラブ活動全般（クラブの目標、しくみ、運営方法）
学校部活動及び中学生の状況、学校施設の利用、指導方法、コミュニケーション、コンプ
ライアンス、危機管理対応等についての講習を内容とするプログラム
学校部活動及び中学生の状況については、市内の中学校の校長や養護教諭の講義を聴講
危機管理対応では救急隊員による救命救急の実技講習を含む。

25



上越市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

子どもも大人も身近にスポーツや文化芸術に親しみ、交流し、つながるまち

【活動理念】
・子どもたちの主体的で多様な「やってみたい」を支える
・活動を通じて、子どもたちや活動を支える人たち一人一人の

ウェルビーイングを高める

○多様なクラブの活動
○市独自のガイドライン策定と認定制度の導入
○地域のスポーツ・文化芸術活動に触れるイベントの開催

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例
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特徴的な取組

成果と課題・今後の展望

○ 多様なクラブの活動
   当市では、既に地域で行われている多様な活動を基盤として、子どもた

ちの多様な志向や地域特性を反映して新たに立ち上げる活動など、様々
   な成り立ちのクラブ活動によって、地域における子どもたちの活動環境

を充実させていくという考え方のもと、それぞれが主体者として関わっ
ていく部活動の地域展開を進めた。

○ 市独自のガイドライン策定と認定制度の導入
当市では、地域クラブ活動に参加する中学生の安全安心な環境づくりや

   保護者の安心感の担保を図るため、令和7年度に上越市地域クラブ活動
ガイドラインに沿った活動を行う団体を「上越市地域クラブ」として認

   定する市独自の制度を導入し、スポーツ活動では14種目、37クラブが認
   定クラブとして活動を行った。

○ 地域クラブフェアの開催
   子どもたちの地域におけるスポーツ・文化芸術活動の

振興を図り、子どもたちの「やってみたい」活動を見
   つける場として、様々な活動を体験できる地域クラブ

フェアを開催した。

○ 成果
・子どもたち一人一人が「やってみたい」活動を主体的に選択できるよ
う、幅広いスポーツ団体、市民の主体的参加を得ながら取組を進める

     ことができた。
・地域クラブフェアは、中学生に限らず、小学生や幼児も対象とするこ
とによって、幼少期から地域のスポーツ活動を知り、活動に参加する
きっかけを提供するものとなった。

○ 課題
   地域クラブ活動が、競技性や成果のみを重んじるものではなく、生涯に

わたってスポーツを楽しむために、より多様で豊かな活動を目指すもの
であることについて関係者の理解をさらに進める必要がある。

○ 今後の展望
「勝利の追求」だけでなく、楽しさ・健康・交流・多様性といった活動
の目的や価値を適時適切な周知・広報活動により関係者と共有し、地
域クラブ活動の整備を進めていく。
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三条市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例

三条市部活動地域展開運営体制

令和５年度に柔道、軟式野球、陸上競技の３種目、令和６年度に
バレーボール、剣道、ソフトテニスの３種目、令和7年度に卓球、バ
スケットボール、サッカーの休日の地域クラブ活動を開始し、 各種
目において、月２回から４回程度の活動を行っている。
三条市スポーツ協会が運営主体となり、各種競技団体との相互
連携を図り、地域クラブ活動推進委員会の意見を踏まえながら、
精力的な地域展開を続けている。

急激な少子化が進む中、中学生が将来にわたり継続的にスポーツ活動に親しめ
るよう、地域クラブを運営をしていく必要がある。これまで部活動が担ってきた教育
的意義を継承・発展させるとともに、新たなスポーツ環境を創出し、魅力ある地域ク
ラブ活動を進めることが当面の目標である。
将来的には中学生のための地域クラブにとどまらず、成人を含めた幅広い年齢層
が継続してスポーツ・文化活動に取り組める、持続可能な総合型地域スポーツクラ
ブのプラットフォームの構築を目指している。

28



成果と課題・今後の展望

○ 成果
令和５年度に策定した「中学校の部活動の地域移行に関する推進計画」に基づき、概ね計画

通りに事業を進めることができた。関係団体との関係は良好で、相互連携もスムーズである。「
サッカー」「バスケットボール」は、時期が年度の後半にずれ込みつつも開始となり、予定してい
た９種目すべて休日のクラブ活動を実施できた。

個別種目の案件として、柔道は他の８種目に先駆け、令和７年度から地域クラブとして大会

出場を果たした。これにより、今まで部活動のみに適用されていた市の補助金制度が、地域ク
ラブでどのように運用されるのかを把握できた。来年度以降、地域クラブが大会に出場、遠征す
る際のモデルケースになり、円滑な地域展開を進める基盤作りができた。

〇 課題
種目によって地域展開の足並みがそろわないこと。また実施主体が兼職兼業の教職員の

種目も有り、指導者確保の面でも持続可能な運営体制の整備が必要がある。また、参加費

用に係る制度設計及び、持続可能な収支構造を構築することで保護者の理解、協力を得る
必要もある。

〇 今後の展望
今後の地域展開の展望と具体的なスケジュールを関係各所と綿密に検討するとともに、実現

に向けた取組を丁寧に広報することで、市民の理解と協力を得る。国が示す認定要件等を踏

まえた「三条市地域クラブ認定要綱」を策定・運用することで、運営団体と実施主体の持続可
能な体制整備を図る。

特徴的な取組

◎８月に全市民を対象とした「部活動地域展開説明会」を開催。

聴衆約８０人（うちオンライン視聴３０人）に、部活動地域展開の意義や、少

子化に伴う地域クラブの必要性を解説した。説明会の模様は、オンラインでも

公開され、保護者や現役の指導者など、参加者から今後の地域クラブのあり

方について、活発な議論が交わされた。

部活動地域展開説明会の案内（左）と会議資料（右の４枚）
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柏崎市・刈羽村の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

〇子どもが、自分で選んだ場所で、これまでの部活動で培ってきた力を活かしながら、さらに
自分を磨き、成長し、次の歩みへとつなげていく。

〇地域の方の経験や得意なことを生かすことが、子どもにとっての大切な学びの場となり、新
しい世界を知るきっかけとなる。

〇部活動改革というこの機会をきっかけに、地域全体が力を合わせて子どもたちを支え、育て
ていく文化を改めてつくっていく。

支援体制のイメージ図 等

〇「目標に向かって努力すること」「仲間と協力すること」「相手を尊重し
感謝の気持ちを持つこと」など、部活動の教育的意義を大切にしながら、
子どもたちの「やりたい」を尊重し、地域全体で受け皿をつくっていく。

〇教育委員会、協会、連盟、中体連等が連携し、指導者、保護者とともに、
子どもたちが安全に伸び伸びと活動できる環境を整える。

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例

学校部活動地域展開推進会議

地域クラブ
コーディネーター

地域クラブ

令和４(2022)年～令和７年(2025)年試行
令和８(2026)年本格実施

指導者
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特徴的な取組

成果と課題・今後の展望

○ 成果
今年度は、軟式野球、ソフトテニス、バレーボール、陸上競技、バスケットボール、サッ

   カー、吹奏楽の７種目において地域展開の試行を行った。バスケットボール、サッカーは、
   民間のクラブ化が順調に進み、８年度からは地域クラブとしての活動はない。軟式野球、ソ

フトテニス、バレーボール、陸上競技、吹奏楽の５種目において、休日の地域クラブを本格
的に始めることとなり、各協会、連盟と中体連との綿密な打ち合わせを重ね、認定制度に則
り、組織づくりを固めてきた。
種目ごとに保護者説明会を開催し、理解を深めた。（クラブ紹介、活動の概略、主な会場、

   会費、代表者、指導者、問い合わせ先について、パワーポイント等で分かりやすく説明）
また、柏崎刈羽に既存する民間のクラブ・団体の紹介ページを作成し、より多くの選択肢

   を示すことができた。(説明会資料、地域クラブお知らせ版、ホームページにて)

○ 課題
平日（中学校の部活動）と休日（地域クラブ）で、指導者が異なるため、指導の一貫性に

問題が生じる可能性が出てくる。これまで学校単位で出場していた大会に出場する際の体制
について等の問題も考えられる。課題を整理しながらよりよい形を検討していく。

○ 今後の展望
将来的には、平日の部活動についても、地域展開を視野に入れながら、平日・休日を通し
て地域で子どもたちを支える体制づくりを目指す。

地域クラブの目的、活動の概略、参加のし方、様々な選択肢等を、分かりやすく丁寧にお知
らせするために、児童・生徒、保護者、実施団体向けにそれぞれ配付物を作成し、発信した。

①小６、中１、中２の児童 ②小６、中１、中２の保護者 ③実施団体(当該連盟・
生徒向けに、各校で行う 向けに、Q＆A方式で理解を 協会、中体連、校長
説明会時に活用。 深め、選択に必要な情報を 会を含む)向けに、お
(YouTubeで随時視聴可) 提供。(9・11・1月に発行) 願いや情報提供等。

(月２回発行)
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新発田市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

・令和８年当初から、休日部活動を廃止し、地域クラブ活動とする。
※休日活動をしている65部活動の受け皿をつくる。

・幅広く周知し、休日部活動の地域移行について、理解を求める。

・少人数でも活動が継続できるよう同一参加費、同一謝金を目指す。

・安全・安心な地域クラブ活動を行う。

・各団体と保護者とのきめ細かな打ち合わせ（年70回程度）
・地域クラブアプリの活用

（保護者連絡、参加費徴収、活動報告）
・スポーツ・インテグリティ研修の実施（年２回）
・日本スポーツ協会公認指導者資格助成（22名）

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例
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特徴的な取組

成果と課題・今後の展望

○成果
・現在、先行して実施している地域クラブの活動に満足している割合 89％
・現在、休日活動をしている65部活動の受け皿をつくることができた。
・アプリを活用することにより、スムーズな運営ができた。

○課題
・不安定な運営状況である地域クラブがある。（保護者会クラブ等）
・少人数のクラブもあるため、更に統合し、効率化を図る必要がある。
・保護者負担が増えるので、負担軽減策の検討が必要である。

○今後の展望
・安定的な地域クラブ運営ができるよう支援をしていく。

練習を指導者が設定し、
参加生徒が、参加する、
しないを選びます。

事前に、誰が参加する
かを確認することがで
きます。

参加費を請求することがで
きます。（ここが一番のメ
リットです。）

指導者役「すごいね。できたね。次は、どんな風
にしてみたい？」

生徒役 「もっと高く投げてみたいです。」
指導者役「じゃあ、やってみよう！」

「ペンを上に投げ、
キャッチすること
を指導する」を例
に、ロールプレイ
をしました。

地域クラブアプリの活用 インテグリティ研修
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小千谷市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

• 子供達の取り組んでみたい種目を選択できる多種目の設定
• 指導者確保や地域クラブ収支構造の構築
• 平日の活動方法、活動場所を含めた今後の運営体制の構築
• 兼職兼業可能な教員による指導へ協力体制
• 担当部署（スポーツ・教育委員会）の枠を超えた支援体制の構築
• 小さな市という利点を生かした「見る」、「する」、「支える」のコ

ミュニティ（企業、団体、町内、学校）の構築。

• 令和７年８月から休日部活動の地域展開を目指し、小千
谷市地域展開クラブを設立。

• 指導報告の作成支援のためＷＥＢフォームを構築。指導
者はスマートフォンで活動内容を写真添付で報告可能。

• 学校施設や体育施設、備品の無償貸出しを行うなど、地
域展開クラブ活動の運営経費を節減。

Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例

小千谷市部活動地域移行検討協議会
・小体連・中体連・医師会・青年会議所・ＰＴＡ
・地域スポーツクラブ・市スポーツ協会加盟団体

文化スポーツ課教育委員会

学校

保護者
地域展開クラブ
（種目・団体）

スポーツ協会
（コーディネーター）

スポーツ少年団

連携

委託
連携・
意見交換
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特徴的な取組

成果と課題・今後の展望

○成果
■令和７年８月（新チーム活動開始）から地域展開可能な学校部活動を地域展開クラブ
活動での実施を目指し、コーディネーターを軸に学校、関係団体との協議・調整を進め
た。小千谷市スポーツ協会に地域クラブの運営業務を委託、実施主体と連携し、運動部
活動６種目（陸上競技、ソフトテニス男女、バレーボール女子、バスケットボール男子、
剣道、クロスカントリースキー）について地域展開活動を開始。

○課題
■平日の部活動は継続している状態において、休日活動のみの地域展開クラブでの大会
参加の在り方が、整理できておらず、中体連大会などの大会への参加方法の整理が必要。
■種目によって指導者数に偏りがある状況。指導者を確保できなかった種目については、
令和７年度に地域展開ができなかったため、引き続き指導者の確保に向け関係団体と調
整が必要。

○今後の展望
■小千谷市地域クラブ活動参加者支援制度を創設。子供たちが経済的な理由で地域展開
クラブ活動への参加を諦めることがないよう、生活保護世帯や就学援助対象世帯等の子
供たちを対象に参加費を支援を行う。

ＷＥＢフォームによる指導報告

陸上競技の活動の様子

体験会の開催
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加茂市の取組（スポーツ活動）

地域展開の推進体制

目指す姿

スポーツの魅力や楽しさの享受

参加者全員の技術力の向上

令和１０年度の学校統合を見据えた

緩やかな地域移行・地域展開
Ｐoint☞

目指す姿

３ 市町村の実践事例

ṕ Ṗ

Ṯ ṯ
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